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●10月1日に消費税が10％へ引上されることに対し、家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下
支えするため、住民税非課税の方や３歳未満の子どもがいる世帯向けにプレミアム付商品券を発行します。
今回の商品券は１冊５，０００円分の商品券を４，０００円で購入できます。

１．購入対象者

（１）令和元年度（平成３１年度）の住民税が課税されていない人
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護者等は対象外

（２）学齢が３歳未満（誕生日が平成28 年4月2日～令和元年9月30 日）の子どもがいる世帯の世帯主

総数（１）＋（２）合わせて、約７，０００人です。

２．制度概要

●商品券の額面：５００円 （１冊あたり：５００円×１０枚＝5千円の商品券綴り）
●購入限度額 ：①上記１．（１）の該当者：商品券綴り５冊（2.5 万円分）

：②上記１．（２）の該当者：商品券綴り５冊（2.5 万円分）×3歳未満の子の数
●商品券発行額：１億７５００円
●販売場所 ：市内郵便局７拠点（鹿島、泉通、乙丸、能古見、祐徳神社前、浜、七浦）
●販売期間 ：令和元年10月1日～令和2年2月28日（郵便局営業時間内に限ります。）
●使用期間 ：令和元年10月1日～令和2年3月31日



商品券イメージ
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商品券（表）

商品券（裏）

使用済商品券の裏面に
は、取扱店舗のスタン
プまたはサインを記入
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使用済商品券の換金方法について

１．換金場所

（１）佐賀銀行 鹿島支店 （営業時間内に限る。）
（２）佐賀西信用組合 本店 （営業時間内に限る。）
（３）九州ひぜん信用金庫 鹿島支店 （営業時間内に限る。）
（４）佐賀共栄銀行 鹿島支店 （営業時間内に限る。）

●換金手数料は無料です。原則、上記４行のうちいずれかに口座を持つ必要があります。上記４行に口座を
作ることができない場合は、振込手数料を負担して頂きます。

●換金時に必要な物
・使用済商品券（取扱記名欄を必ず記入）
・鹿島市プレミアム付商品券取扱登録証
・「鹿島市プレミアム付商品券」換金依頼書
・預金口座の通帳

●商品券取扱登録証に記載されている登録番号
は、市のほうでランダムに記載しています。

●注意事項
・近隣市町でも同様な商品券を発行しております。
混在しないようお願いします。

・汚損した商品券を金融機関へ持ち込まれた場合
は換金は行われません。大切に保管してくださ
い。

・仮に商品券が汚損している場合は、鹿島市商工
観光課へご連絡ください。
☎６３－３４１２
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２．換金方法

１．使用済商品券裏面の取扱記名欄への記入漏れがないか必ず確認。

２．換金依頼書①欄を記名。登録番号は取扱店登録証に記載されている番号を記入。

３．使用済商品券の枚数を確認後、換金依頼書②欄に枚数を記入。
合計額は、使用済商品券の枚数×５００円の額となります。

４．使用済商品券、商品券取扱登録証、換金依頼書、預金口座の通帳を持って希望の４行いずれかの窓口へ
提示ください。

５．振込先の通帳が無い場合や他行への振込の場合は、別途、振込依頼書を窓口で書く必要があります。
この場合、振込手数料の負担が発生します。

６．資金の入金は、基本的に換金依頼日から
翌々日の営業日となります。
ただし、休業日や商品券の枚数によっては
振込が遅れる場合があります。

７．換金の請求日は
１０月１日（火）～４月１５日（水）
までとなります。

①

②



鹿島市プレミアム付商品券事業に関する問合せ一覧
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お店に守って欲しいこと

１．商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行わない。

２．商品券の再販、再流通は行わない。

３．商品券の偽造・悪用・濫用はしない。

４．商品券の利用期間中（10 月１日～3月31 日）は、
やむを得ない事業がない限り途中辞退はしないこと。

５．商品券の利用に際して、消費者からの苦情・紛争が生じ、店舗側の責に帰する
と認められる場合は、自ら解決を行う。

６．商品券を紛失した場合は、すべて自己責任すること。

７．商品券の取扱に対して鹿島市からの改善要望等があった場合は、
必ず従うこと。


